
次の対象区域において,建築基準法第８６条の２第１項の規定に基づく認定をしました

ので，同条第６項の規定に基づき公告します｡ 

  その関係図書は，京都市都市計画局建築指導部建築指導課において，一般の縦覧に供し

ます｡ 

    平成２６年１０月３日 

京都市長 門川 大作     

 

１ 認定事項 

認定番号 認定年月日 対象区域 

１１-００３ 平成２６年９月２６日 

京都市西京区樫原里ノ垣外町１８番地１，同区樫原釘貫

２５番地１から２５番地３まで，３１番地２から３１番

地４まで，４９番地２から４９番地４まで及び６３番地

並びに同区樫原岡南ノ庄４番地１から４番地７まで，９

番地１の一部，９番地１７から９番地２０まで及び１８

番地 

 

２ 縦覧期間 

京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時４５分から

午後５時３０分まで(ただし，正午から午後１時までは除く。) 

(都市計画局建築指導部建築指導課) 


